
 

 

第３回大阪市立芸術創造館指定管理予定者選定委員会 議事要旨 

 

１．日 時：令和３年 12月 27日（月）14時～16時 

２．場 所：大阪市中央卸売市場 業務管理棟９階会議室 

３．出席者： 

【選定委員】影山委員、權田委員、古矢委員、横田委員 

【文 化 課】文化課長、文化課長代理、担当係長、係員 

４. 団 体：【１者目】株式会社ハウスビルシステム 

      【２者目】アクティオ株式会社 

５．内 容 

  （１）プレゼンテーション審査及び質疑について 

    ① プレゼンテーション審査について 

     ② 採点について 

  （２）選定理由及び付帯意見の確認について 

６．議事要旨 

（１）プレゼンテーション審査及び質疑について 

    申請書における事業提案等についてプレゼンテーション審査及び質疑を行った。 

（２）指定管理者の選定について 

    ２者の提案内容が非常に拮抗しており、各選定委員は評価に非常に苦慮したが、全

選定委員の評価点の合計が僅差ではあるが上回っていた次の申請団体を指定管理予

定者に選定することとした。 

    指定管理予定者：アクティオ株式会社 

（３）選定結果の確認について 

    指定管理予定者の選定理由及び附帯意見を確定した。 


